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日本の人口推移

資料出所：総務省「国勢調査」及び「人口統計」、
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：
出生中位・死亡中位推計」（各年10月１日現在人口）厚生労働省「人口動態統計」

日本の人口は近年横ばいであり、今後減少が予想されている。また、高齢化率（65歳以上の人
口割合）が増加しており、2065年には40％近くに上ると推計されている。

■65歳以上人口
■15～64歳人口
■0～14歳人口

(年)

(％)(万人)

高年齢労働者の雇用・就業と労働災害の現状 資料２
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・運輸業、郵便業
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・農林漁業

・情報通信業

産業別就業者構成割合の推移

第１次、第２次産業の就業者割合は傾向的に縮小しており、就業構造のサービス化が進んでいる。

資料出所：総務省統計局「国政調査（1950~2010年）」、「労働力調査（2012年）」をもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて作成

１）1995年、2000年及び2005年は、総務省統計局による抽出詳細集計に基づく推計、集計である。1990年までとは産業の表章が異なっており、接合は行えない。
２）1995年以降の運輸業には郵便業を含み、金融・保険業、不動産業には物品賃貸業を含む。また、飲食店、宿泊業は宿泊業、飲食サービス業としている。
３）1990年までの卸売・小売業には飲食店を含む
４）2010年は「労働者派遣事業所の派遣社員」を派遣先の産業に分類していることから、派遣元である「サービス業（他に分類されないもの）」に分類している
他の年との比較には注意を要する。
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労働者に占める60歳以上の高年齢労働者の推移

資料出所：労働力調査（総務省）における年齢別雇用者数（役員を含む）
※平成23年は東日本大震災の影響により被災3県を除く全国の結果となっている。

雇用者数
（万人）

60歳以上の
雇用者割合
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業種と年齢で見た就業状況の変化
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労働力調査（総務省）における年齢別雇用者数（役員を含む）4



60歳以上の収入を伴う就労の意向と就労希望年齢

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

60歳以降は仕事をしたくない
11.7

無回答
1.0

わからない
5.5

働けるうちはいつまでも
25.7

76歳以上
0.1

75歳くらいまで
3.7

70歳くらいまで
20.9

65歳くらいまで
31.4

資料出所：内閣府「高齢期に向けた「備え」に関する意識調査」（平成25年）
35～64歳の男女を対象とした調査（n=2,707）

(％)

60歳を過ぎても働きたいと回答した人が全体の約80％、65歳を過ぎても働きたいと回答した人
が約半数を占めた。

65歳を過ぎても働きたい
50.4

60歳を過ぎても働きたい
81.8
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（％） （％）

定期健康診断

55.5％（2018）

5.9% （2018）
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健康診断における有所見率の推移

事業者が、労働安全衛生法等に基づき労働基準監督署長に報告する健康診断※実施結果の集計による。

※定期健康診断：労働安全衛生法の規定に基づき、事業者が一定の検査項目について、毎年定期的に行う一般健康診断
特殊健康診断：一定の有害業務に従事する労働者に対して、当該業務への配置換え及び定期に行う健康診断。
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定期健康診断結果（有所見率 平成30年）
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（％）

（出典：厚生労働省 H24労働者健康状況調査)

区分 労働者計
定期健康診断
を受けた

定期健康診断を
受けていない検査結果の

通知を受けた

検査結果の
通知を受け
ていない

所見ありと
通知された

所見なしと
通知された

20歳未満 100.0
70.2

（100.0）

68.6
（97.7）
［100.0］

3.6
［5.3］

65.0
［94.7］

1.6
（2.3）

29.8

20～29歳 100.0
80.3

（100.0）

78.9
（98.3）
［100.0］

14.6
［18.5］

64.4
［81.5］

1.4
（1.7）

19.7

30～39歳 100.0
89.2

（100.0）

88.5
（99.2）
［100.0］

27.1
［30.6］

61.4
［69.4］

0.7
（0.8）

10.8

40～49歳 100.0
92.6

（100.0）

91.9
（99.3）
［100.0］

45.3
［49.3］

46.6
［50.7］

0.7
（0.7）

7.4

50～59歳 100.0
92.6

（100.0）

91.8
（99.1）
［100.0］

54.3
［59.1］

37.5
［40.9］

0.8
（0.9）

7.4

60歳以上 100.0
83.2

（100.0）

82.4
（99.1）
［100.0］

47.3
［57.4］

35.1
［42.6］

0.8
（0.9）

16.8

定期健康診断における年齢別有所見率（平成24年）

（約13,000事業所から約17,500人の標本数を設定）



・目的: 労働者の安全と健康の確保と快適な職場環境の実現

・責任主体: 事業者（雇用者）

・保護される主体: 労働者

・内容: 危険と健康障害を防止するための措置の最低基準を定め、
罰則をもって義務付けることを基本とする

・履行確保のための仕組み

 行政組織

 届出・報告の徴収

定期健康診断結果報告書（定期健康診断を実施した時）

労働者死傷病報告（労働災害が発生した時）

統括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告（選任した時）

等
9

責任主体には、建設業における発注者、
機械の設計者、化学物質の製造輸入者, 
譲渡提供者が含まれる

労働安全衛生法について

厚生労働省
都道府県労働局

47ヵ所
労働基準監督署

321ヵ所



• 行政では労働災害の発生を把握するとともに、災害の動向を
分析し、再発防止対策の検討に役立てている。

• 分析に当たり、被災者の「業種」や「年齢」の区分のほか、
災害の態様を表す「事故の型」などで分類している。

労働者死傷病報告（様式第23号）について

事業者は、労働災害等により労働者が死亡または休業した場合には、遅滞なく、
労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出しなければならない。

事故の型

1 墜落・転落

2 転倒

3 激突

4 飛来・落下

5 崩壊・倒壊

6 激突され

7 はさまれ・巻き込まれ

8 切れ・こすれ

9 踏み抜き

10 おぼれ

11 高温・低温の物との接触

熱中症が含まれる

事故の型

12 有害物等との接触

13 感電

14 爆発

15 破裂

16 火災

17 交通事項（道路）

18 交通事故（その他）

19 動作の反動・無理な動作

90 その他

99 分類不能

腰痛が含まれる
休業４日以上の場合に使用する様式 10



年齢別・男女別 労働者数

年齢 15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 75～79 80～84 85以上 合計

男 53 223 276 304 325 377 381 318 276 222 161 72 22 5 1 3,016
女 57 216 237 242 259 325 340 287 239 179 126 57 19 4 1 2,589
男女計 109 439 514 546 585 703 721 606 515 401 287 129 42 9 3 5,605

年齢 19以下 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 75～79 80～84 85以上 合計

男 1877 5519 5650 6318 7269 8866 10074 9091 8687 8253 6529 3003 1047 190 39 82412

女 844 2175 1944 1985 2627 3595 4954 5850 6758 6309 5041 2078 615 124 17 44916

男女計 2721 7694 7594 8303 9896 12461 15028 14941 15445 14562 11570 5081 1662 314 56 127328

労働力調査（基本集計・年次・2018年）雇用者数（役員除く）単位：万人

年齢別・男女別 死傷者数
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労働者死傷病報告（平成30年）休業４日以上の死傷者数※年齢不詳1名を除く。以下同じ。単位：人

(万人) (人)
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高年齢労働者の労働災害の発生状況

(歳) (歳)
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女

※便宜上、15~19歳の死傷者数には14歳以下を含めた

 災害の発生率（千人率）では、若年層と高年齢労働者で高くなる傾向がみられる。
 発生率が最小となる30歳前後と比べると、70歳前後の高年齢労働者の発生率では、男性で2倍、女
性で5倍にもなる。

１年間の休業４日以上の死傷者数
※ 千人率（1年間の労働者1000人あたりの死傷者数）＝ ＊1000人

１年間の平均労働者数

12
労働者死傷病報告（平成30年）、労働力調査（基本集計・年次・2018年）

(歳) (歳)
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※千人率の算出に使う労働者数は、通
常、労働力調査における「役員を除いた
雇用者数」を用いているところ、年齢
別・業種別の集計では「役員を含んだ雇
用者数」を使用している。

 業種によって、高年齢労働者と若年労働者の被災しやすさの傾向に違いがある。

13
千人率＝1年間の休業４日以上の死傷者数／1年間の平均労働者数 ＊1000 ※便宜上、15~19歳の死傷者数には14歳以下を含めた

労働者死傷病報告（平成30年）、労働力調査（基本集計・年次・2018年）
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出典：労働者死傷病報告

出典：労働者死傷病報告

・ 業種別では、小売業、社会福祉施設、飲食店などの第三次産業（サービス業）が占める割合が過去10年間で

7ポイント（40％⇒47％）増加し、死傷災害全体の約半数を占める。

・ 年齢別では、60歳以上の高年齢労働者が被災する割合が過去10年間で8ポイント（18％⇒26％）増加し、

死傷災害全体の約４分の１を占める（50歳以上が全体の半数を超える）。

○ 業種別死傷災害発生状況（休業４日以上）

○ 年齢別死傷災害発生状況（休業４日以上）

死傷災害における業種と年齢構成の変化

2008年 2018年

2008年

2018年

出典：労働者死傷病報告

出典：労働者死傷病報告
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年齢別・休業見込期間別の割合

 高年齢労働者になるほど、休業見込期間は長期になる。

15
※休業見込日数の記入のあるもの（n=126,429）のみ集計

労働者死傷病報告（平成30年）休業4日以上

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

19歳以下

20~29歳

30~39歳

40~49歳

50~59歳

60~69歳

70歳以上

１週間未満 １週間以上 ２週間以上 １か月以上 ２か月以上

３か月以上 ６か月以上 １年以上 ３年以上 ５年以上



5,937 

1,437 

③457 

④263 

⑤76 ⑥48 ⑦466 
負傷に起因する疾病

（災害性腰痛等）

物理的因子による疾病

（熱中症等）

作業態様に起因する疾病

（重激業務による運動器疾

患等）化学物質による疾病（がん

を除く）

脳血管疾患・心臓疾患等

強い心理的負荷を伴う業務

による精神障害

その他

業務上疾病の発生状況の推移
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 業務上疾病の発生状況は、長期的には減少傾向にあるが、平成30年は前年に比べ
て約800件増加している。増加した理由は熱中症の増加分（634件増）

 業務上疾病の約７割を、負傷に起因する疾病が占め、全体の約58％を災害性腰痛
（いわゆるぎっくり腰等）が占めている。

単位（人）

7,491 

8,111 
7,779 7,743 

7,310 7,415 7,368 7,361 
7,844 

8,684 

4,870 5,018 
4,822 4,832 

4,438 4,624 4,550 
4,751 

5,078 5,043 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

H21年H22年H23年H24年H25年H26年H27年H28年H29年H30年

人数（合計）

人数（うち腰痛）

業務上疾病者数
単位（人）

（注１）労働者死傷病報告（休業４日以上）による。
（注２）腰痛の件数は、「負傷に起因する疾病」に含まれる災害性腰痛の件数と、
「作業様態に起因する疾病」に含まれる負傷によらない業務上の腰痛の件数との合計である。

疾病分類別業務上疾病者数（平成30年）

単位（人）

（注１）疾病分類は労働基準法施行規則第35条によるものを整理したものである。
（注２）平成30年中に発生した業務上疾病で、平成31年3月末日までに把握したものである。

うち、災害性腰痛5,016
人

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

①②



①1,537

（30%）

②870

（17%）
③745

（15%）

④738

（15%）

⑤252 

（5%）

⑥172

（3%）

⑦729

（14%）
保健衛生業

商業・金融・広告

業
製造業

運輸交通業

接客・娯楽業

建設業

その他

主要な業務上疾病の内訳（腰痛）
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 腰痛の業種別の発生状況をみると、保健衛生業（社会福祉施設、医療保健業等
で30%）が最も多く、商業・金融・広告業（17%）、製造業（15％）の順である。

 特に社会福祉施設での腰痛は、近年増加傾向にある。

腰痛発生状況（業種別内訳、平成30年）

単位（人）

（注）労働者死傷病報告（休業４日以上）による。
（注）腰痛の件数は、「負傷に起因する疾病」に含まれる災害性腰痛の件数と、
「作業様態に起因する疾病」に含まれる負傷によらない業務上の腰痛の件数との合計である。
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⑦



主要な業務上疾病の内訳（熱中症）

18

［人］

 熱中症の死亡者数は平成29年と比較して２倍となった。死傷者数についても、近
年400～500人台であったが、過去10年で最多となり1000人を超えた。

 過去５年間（平成26年～30年）の業種別の熱中症の死傷者数をみると、建設業が
最も多く、次いで製造業であり、全体の約４割がこれらの業種で発生している。

熱中症発生状況（年別）

（注）死傷者数は労働者死傷病報告（休業４日以上）による。また、死亡者数は死亡災害報告による。

熱中症発生状況（業種別内訳、平成30年）［人］

（注１）平成26年から平成30年までの熱中症による休業4日以上の死傷者数及び死亡者数である。
（注２）折れ線グラフは死亡者数である。
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65歳を過ぎても勤めるために必要なこと（60～69歳高齢者）

5.6 

3.2 

5.8 

11.6 

19.4 

23.7 

27.4 

34.6 

47.2 

66.8 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

無回答

過去の転職経験

定年前から、定年後を意識した準備を用意周到に進めること

幅広い人脈、知り合いが多いこと（就職のあっせんで助けてもらえる）

専門性よりはいろいろな仕事ができる能力や幅広い経験

高齢者になかなか仕事はないので転職などはせず慣れた職場で働くこと

いつまでも現役で活躍する（若い者には負けない）という意欲

協調性、仕事に取り組む真摯な態度など

仕事の専門知識・技能があること

健康・体力（65歳までの勤務以上に重要である）

資料出所：独立行政法人 労働政策・研修機構「60代の雇用・生活調査」（平成27年度）
60～69歳で働いている方を対象に、自身の経験に基づき、65歳を過ぎても勤める（採用される）ためにはどのようなことが
必要だと思うか尋ねたもの（n=3,244）

(複数回答(％))

(％)

65歳を過ぎても勤めるためには、「健康・体力」が必要であると考える高齢者が66.8％に上っ
た。次いで「仕事の専門知識・技能があること」と考える高齢者は47.2％に上った。
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65歳以降従業員の雇用確保に向けた国に求める支援

11.3 

1.5 
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10.3 

10.9 

13.6 

18.3 

18.8 
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52.6 
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特になし

その他

公共職業訓練の充実

職業能力評価の社会的な評価の確立

個人への教育訓練機会の情報提供

労働市場や職業情報等の情報提供

活用モデル企業への提示

働きやすい機械や設備の開発や導入支援

個人向け職業生活の相談・アドバイス機能の充実

企業向けアドバイス機能の充実

個人が行う能力開発に対する助成金等の充実

年齢に関わりなく働ける社会の実現に向けた啓発活動

家族（親を含む）の健康管理支援の充実

個人の健康管理への支援

活用を進めるための人件費等の経費助成
(複数回答(％))

(％)

事業者が求める国からの支援として、労働安全衛生に関係するところでは、「個人の健康管理へ
の支援」（39.9％）、「働きやすい機械や設備の開発や導入支援」（8.9％）が挙げられた。

資料出所：独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「60歳代従業員の戦力化を進めるための仕組みに関する調査研究」（平成22年度）
60歳代前半層の従業員が10人以上の事業所を対象とした調査（n=7,110）。無回答非掲載。 20



（多様な就労・社会参加に向けた年金制度改革等）
高齢者、女性をはじめとして多様な就労・社会参加を促進するため、勤労者が広く被
用者保険でカバーされる勤労者皆社会保険制度の実現を目指して検討を行う。働き方の
多様化に応じた年金受給開始時期の選択肢の拡大、被用者保険の適用拡大について検討
を進めるなど、多様な生き方、働き方に対応した社会保障制度を目指す。雇用の期間を
「縦」に伸ばす観点から、元気で働く意欲のある高齢者の雇用機会の更なる拡大に向け
た環境を整備するとともに、雇用の選択肢を「横」に広げていく取組を進める。あわせ
て、サービス業で増加している高齢者の労働災害を防止するための取組を推進する。

経済財政運営と改革の基本方針2019
～「令和」新時代：「Society 5.0」への挑戦～

（諸環境の整備）
高齢者のモチベーションや納得性に配慮した、能力及び成果を重視する評価・報酬体系
構築の支援、地方公共団体を中心とした就労促進の取組、キャリア形成支援・リカレント
教育の推進、高齢者の安全・健康の確保など、高齢者が能力を発揮し、安心して活躍する
ための環境を整備する。
また、女性会員の拡充を含めたシルバー人材センターの機能強化など、中高年齢層の女
性の就労支援を進める。

成長戦略実行計画

（令和元年６月21日閣議決定）
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高年齢労働者の安全と健康に関する閣議決定（抜粋）

（令和元年６月21日閣議決定）


